
資料２ 部活動のあり方について

1

１ 部活動の意義（学習指導要領等より）



○スポーツ庁より、９月に『学校の働き方改革を踏まえた部活動改革』が示される。

○地域移行に向けた取組・展開
▼地域クラブの組織化
▼指導者の質と量の確保

○スポーツ庁・文化庁より、12月に『学校部活動及び新たな知育クラブ活動の在り方

等に関する総合的なガイドライン』が示され、休日における学校部活動の地域連携や

地域クラブ活動への移行について、R5～R7を改革推進期間と位置づけ取り組むこととなる。

○大阪府教育委員会においても、８月に『大阪府における部活動等の在り方に関する
方針」として国のガイドラインを基に、改定。

○部活動の在り方の見直し
▼練習時間・大会等の見直し
▼地域連携の拡充（拠点校・指導員制度等）

２ 国及び府の動向（地域展開の推進）
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３ 本市の状況

（１）設置部活動及び入部状況
【運動部】4632人
ソフトテニス、バスケットボール、陸上競技、サッカー、バレー
ボール、卓球、バドミントン、軟式野球、水泳、ソフトボール、
硬式テニス、ハンドボール、剣道、ラグビー、柔道

【文化部】入部1501人
ブラスバンド、美術、囲碁・将棋、科学・理科、家庭科、合唱、
人権サークル、競技かるた、料理・手芸、伝承太鼓、演劇、ハン
ドクラフト
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（２）部活動への支援（人材の配置、派遣）
【部活動指導員】（14名）
中学校における教員の時間外勤務の縮減及び負担軽減を目的に、
専門的な技術や指導力を備えた会計年度任用職員として配置

【部活動指導者】（76名）
部活動の充実を図ることを目的として大学生等の専門的な技術
や指導力を備えた適切な指導者を必要とする中学校に、有償ボ
ランティアとして派遣

（３）生徒の多様な活動の機会の確保
【合同部活動】（７部活動、約40名）
活動の機会の確保のため、複数校の生徒が合同で活動する

【拠点校制度】（２部活動、約20名）
顧問の不在等により、他校に設置された部活動の部員として活
動する 4



（４）茨木市部活動の在り方に関する方針（R6.4）
【学校部活動】
・学校部活動は、学校教育の一環として実施される教育課程外の活動であり、その
設置・運営は学校の判断により行われるものであること。

・体罰・ハラスメントの防止の徹底や適切な休養日等の設定を遵守すること。
・学校部活動を実施する場合には、その本来の目的を十分に果たし、生徒にとって
望ましい環境となるよう、・・・（一部抜粋）示す内容について徹底すること。

【地域連携や地域クラブ活動への移行に向けた環境整備】
・休日における学校部活動の地域連携や地域クラブ活動への移行について、国ガイ
ドラインや府の方針を踏まえ、休日の学校部活動の段階的な地域連携・地域移行
を進めるとともに、地域の実情に応じ、関係者の共通理解のもと、できるところ
から取組みを進めていくこと。

・学校部活動の地域連携や地域クラブ活動への移行といった新たなスポーツ・文化
芸術環境の整備を進めるにあたっては、多くの関係者が連携・協働して段階的・
計画的に取り組む必要があること。

・上記を踏まえ、地域の実情に応じた取組みに資するよう、その進め方や検討体制
等について示す。
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【部活動休養日】
○生徒
中学生期の発達段階に応じた適切な休養を

とる面から、週１日（年間52日）以上の部活
動休養日を設定する。
（文部科学省資料のとおり週２日が望ましい）

○教職員
教職員の多忙化解消、負担軽減の面から、

全教職員が休日（土曜・日曜・祝祭日）の部
活動を指導しない日を年間30日以上とる。

○確認方法
部活動の年間計画（「部活動の休養日」と

「担当教職員が休日に指導しない日」を記した
もの）を作成し、校長に報告する。
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